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１　船舶の登録及びトン数の測度
　　船舶法やその他関係法令に基づき、日本船舶の登録やトン数等の測度を行い、国籍証書の交付等を行っている。トン数は、船舶の大きさ等を表す指標として安全規則や乗組員資格等の適用基準に用いられており、国内外において海事制度全般の適用基準として使用されている。
(1) 船舶の登録業務
総ン数２０トン以上の日本船舶は、船籍港を管轄する管海官庁の備える船舶原簿に登録することとなっており、登録された船舶に対して「船舶国籍証書」を交付している。
非自航船等の船舶法が適用されない船舶は船舶国籍証書を有しないため、船舶所有者からの申請に応じて「日本船舶であることの証明書」を交付している。
総トン数２０トン未満の日本船舶又は日本国内のみを航行する日本船舶以外の船舶にあっては、日本小型船舶検査機構において登録しなければならないこととなっており、国際航海に従事する総トン数２０トン未満の日本船舶に対しては、「国籍証明書」を交付している。
令和６年は、船舶国籍証書５６件、日本船舶であることの証明１１件、国籍証明書９件を交付した（書換含む）。
また、令和６年１２月末現在の管内登録船舶は、５２５隻、５，３２２，０００トン（第１図）、全国における管内登録船舶の割合は、隻数で７．８％、総トン数で１７．４％となっている（第２図）。

第１図　管内登録船舶の推移
　　　　　　　 














第２図　全国における管内登録船舶の割合（総トン数）











(2) 船舶のトン数測度業務等
　　　船舶のトン数は、船舶測度官が船舶の容積を計測して算定しており、一般に船舶の新造、改造、輸入時等に実施している。
　　　令和６年度は、１３件の測度を実施した。

(3) 船舶国籍証書の検認時の臨検　
　　　船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の適正な運用を図るため、船舶国籍証書の記載内容と船舶の状況が一致していることを定期的に確認（検認）しており、総トン数５，０００トン未満の船舶ついては現場確認（臨検）を実施している。
　なお、令和７年度からは総トン数２０トン以上、５，０００トン未満の漁船のみ臨検を行うこととなっている。
令和６年度は３６件の臨検を実施し、必要に応じて原状回復の指導等を行った。
　
(4) 船舶の解撤等に係る臨検
　　　船舶が解撤又は独航機能撤去等により船舶法適用除外となった場合、船舶測度官が船舶の解撤の事実等を確認し、船舶法適用除外となったことを証明する「抹消登録申請書に添付するための証明書」を交付している。
　　　令和６年は１件を交付した。

２　船舶の安全及び海洋汚染等の防止
(1) 船舶の安全に関する検査等
船舶安全法その他関係法令に基づき、人命及び船舶の安全を確保するため船舶の構造、設備等について、総トン数等の区分に従い、検査を実施している。
また、国土交通大臣の登録を受けた船級協会が実施する検査に合格した船舶（旅客船を除く。）は、地方運輸局等が行った検査に合格したものとみなされる。

(ｱ) 船舶の構造及び諸設備の検査
船舶は、航行区域、用途、総トン数等により構造及び設備に対する技術基準が規定されており、これらの技術基準を満たしていることを確認するため、定期的検査を実施している。また、搭載する船舶が特定される前に予め設備等については、予備検査を実施している。
令和６年度は、定期的検査（製造検査、定期検査、中間検査、臨時検査、臨時航行検査）２５３件、予備検査（製造、整備）３，３７４件を実施した。
その他、認定事業場制度により国土交通大臣の認定を受けた事業場では、船舶用機器の製造工事、改造修理工事又は整備される物件の検査についてその一部又は全部を省略できる。管内においては、製造事業場９社及び整備事業場４社が認定を受けており、立入りにより施設、設備、人員、品質管理体制、自主検査体制等が適切に維持されていることの確認を行っている。

(ｲ) 危険物の運送
船舶で危険物を運送又は貯蔵する場合は、特殊な危険物の場合については、容器包装及び積載方法等について必要な措置についての指導や助言を行うほか、管内の港に入港する危険物運送船に対して立入りにより安全確認を行っている。
　　　　令和６年度は、立入り２０件を実施した。

(ｳ) 国際安全管理規則（ＩＳＭコード）の検査
人的要因による海難防止を目的として、国際航海に従事する旅客船及び総トン数５００トン以上の非旅客船（漁船を除く。）並びに船舶管理会社に対して、安全運航管理体制を確立し適切に運用することとされており、その確認のための定期的検査を実施している。
また、ＩＳＭコード非適用船舶についても、船舶所有者からの要望に応じて同様の審査を実施している。
令和６年度は、ＩＳＭコード適用船舶の定期的検査は実績なし、非適用船舶の審査を５件実施した。

(ｴ) 船舶及び港湾施設の保安のための国際コード（ＩＳＰＳコード）にかかる検査等
国際航海船舶及び国際港湾施設への危害行為等の防止を図るため、国際航海に従事する旅客船及び総トン数５００トン以上の非旅客船（漁船を除く。）に対して、船舶保安規定の承認やその適格な実施等について定期的検査を実施している。
また、ＩＳＰＳコード非適用船舶についても、船舶所有者からの要望に応じて同様の審査を実施している。
令和６年度は、ＩＳＰＳコード適用船舶について定期的検査１件、船舶保安証書等の交付２件、非適用船舶については実績なしとなっている。

(2) 海洋汚染等の防止
(ｱ) 船舶からの海洋汚染等の防止に関する検査等
　　　　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（以下「海防法」）に基づき、船舶及び船舶に備え付けられる海洋汚染等の防止に関する設備について、次の区分毎に定期的検査等を実施している。なお、検査非適用船舶については、定期的な立入りにより確認している。
　
ａ）油による海洋汚染の防止のための設備等
検査適用船舶は、総トン数１５０トン以上のタンカー及び総トン数４００トン以上のタンカー以外の船舶であり、これら船舶の油排出防止設備及び油濁防止緊急措置手引書について定期的検査を実施している。
令和６年度は、定期的検査４８件、立入り１７件を実施した。

ｂ）有害液体物質等による海洋汚染の防止のための設備等
検査適用船舶は、総トン数に関わらず全ての有害液体物質ばら積船であり、有害液体物質排出防止設備及び有害液体汚染防止緊急措置手引書について定期的検査を実施している。
令和６年度の定期的検査実績はなかった。

ｃ）ふん尿等による海洋汚染の防止のための設備等
検査適用船舶は、国際航海に従事する船舶であって総トン数４００トン以上又は最大搭載人員１６人以上の船舶であり、定期的検査により設備の確認を実施している。
令和６年度の定期的検査は実績なし、立入り５件を実施した。

ｄ）船舶からの大気汚染の防止のための設備等
船舶からの排出ガスの放出については規制されており、主な規制は、次のとおりである。

ⅰ）船舶用原動機の規制（ＮＯｘの放出規制）
船舶に搭載する出力が１３０ｋＷを超えるディーゼル機関は、当該機関からのＮＯｘの放出量が放出基準に適合していることの確認及びＮＯｘ放出状況の確認方法等を記載した原動機取扱手引書の承認を受けることが義務付けられており、当該機関については、定期的検査において放出状況の確認を行っている。
令和６年度は、定期的検査３０件、立入り２４件、手引書の承認等８件を実施した。

ⅱ）船舶用燃料油の使用規制（ＳＯｘの放出規制）
令和２年１月以降、船舶用燃料油の硫黄分濃度の基準が０．５０％以下となり、基準に適合した燃料油を使用するか、又は硫黄酸化物放出低減装置（ＥＧＣＳ）を設置して原動機運転中に作動させることが義務付けられている。ＥＧＣＳについては、定期的検査において有効な作動の確認を行っている。
令和６年度の定期的検査実績はなかった。

ⅲ）二酸化炭素（温室効果ガス）の放出規制
排他的経済水域を越えて航行する総トン数４００トン以上の船舶には、二酸化炭素を抑制するための措置及び二酸化炭素放出抑制指標を記載した二酸化炭素放出抑制手引書　（ＳＥＥＭＰ）の作成が義務付けられており、当該手引書の承認等を行っている。
令和６年度は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を２件交付した。

ⅳ）オゾン層破壊物質に関する規制
フロン、ハロン等のオゾン層破壊物質を含む冷媒装置を使用した冷蔵設備及び空調機等を船舶に新設することを禁止しており、全ての船舶について定期的な立入りにより確認を行っている。
令和６年度は、立入り１１１件を実施した。

　　　　ⅴ）焼却設備に関する規制
船舶内で発生する油等（焼却が禁止されている物質を除く。）を焼却する場合には、技術基準に適合する船舶発生油等焼却設備の設置が義務付けられており、定期的検査を実施している。
令和６年度の定期的検査実績はなかった。

ｅ）有害水バラストの排出防止に関する設備等
水バラストの移動に伴う生物の国際移動の防止を目的として、二国間以上の海域で水バラストの注排水を行う船舶については、有害水バラスト処理設備の設置等が義務付けられている。
総トン数４００トン以上の船舶のうち、内航船及びバラストタンクを有しない船舶以外の船舶については、有害水バラスト排出防止設備及び有害水バラスト排出防止措置手引書について定期的検査を実施している。
令和６年度の定期的検査及び立入りの実績はなかった。

(ｲ) 油濁防止管理者養成講習の実施
船舶所有者は、船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるために、総トン数２００トン以上のタンカーに乗り組む船舶職員のうちから油濁防止管理者を選任しなければならないこととなっている。神戸運輸監理部と近畿運輸局では、隔年で油濁防止管理者養成講習を行っている。なお、令和６年度はオンライン講習とし、筆記試験のみ神戸運輸監理部において実施した。
令和６年度の受講者は２１名、そのうち、合格者は１０名となった。

(ｳ) 廃油処理施設の現状
　　船舶からの油の排出が禁止されているため、船舶内で発生した廃油は船舶廃油処理事業者等が回収し、廃油処理施設にて処理されている。
管内の廃油処理施設は、廃油処理事業者４社４施設と自家用廃油処理施設として２社２施設が稼働している。
令和６年度は廃油処理場業者１社１施設、自家用廃油処理施設１社１施設に立ち入り、廃油処理設備等の検査や処理水の分析等を実施した。

(3) 船舶油濁損害賠償保障法に関する業務
　　船舶油濁損害賠償保障法に基づき、国際航海に従事する総トン数１００トン以上の船舶及び国際航海に従事しない総トン数３００トン以上の船舶は、座礁等による損害（燃料油による汚染、座礁船の撤去費）を賠償するための保険に加入することとなっており、地方運輸局等が保障契約証明書を交付している（第３図）。
　　また、本邦の港に入港等する外航船については、船長等からの通報により一般船舶保障契約情報を確認し（第４図）、必要に応じて立入検査を行っている。
令和６年度は、保障契約証明書交付６４９件、保障契約情報通報受理２，３７８件、立入検査３３１件を実施した。
なお、保障契約証明書については、令和２年度は、法改正及び保障契約更新の２回申請があったため、他の年度に比べて件数が多くなっている。




第３図　保障契約証明書の交付件数












第４図　保障契約情報の受理件数













３　海上交通監査計画
「海上交通監査計画」は、海上交通の安全確保、危機管理の徹底、海事法令適用基準の遵守及び運輸安全マネジメント体制の構築を目的として策定し、運航労務監理官、船舶検査官、船舶測度官及び外国船舶監督官（以下「執行官」）や海技試験官の連携のもと、計画的且つ効果的に監査等を行っている。
特に、ひとたび事故が発生すると大きな社会的影響を及ぼす旅客船や危険物積載船を中心として、人流や物流が集中する時期の前などに集中的に実施している。
令和６年度の同計画の実施状況については、第１表のとおりである。

第１表 　令和６年度海上交通監査の実施状況						
	業務
	執行官
	対象
	実施状況

	旅客船等の安全点検
	運航労務監理官
船舶検査官
船舶測度官
	旅客船
旅客船ターミナル
	５４隻
２０ヶ所

	合同訓練
	運航労務監理官
船舶検査官
船舶測度官
	旅客船
	年末年始輸送安全総点検開始式に併せ、障がい者の参加の下、船社による防火・退船訓練状況を確認。

	輻輳海域における事故防止対策
	調整官
運航労務監理官
外国船舶監督官
	内航船
外国船舶
	訪船時を中心に、リーフレット配布。
輻輳海域における事故防止についての啓発活動を実施。

	危険物積載船に対する訪船指導
	船舶検査官
船舶安全環境課
	危険物積載船
	２０隻

	外国船舶の国際トン数証書の確認
	船舶測度官　　　　外国船舶監督官
	在港停泊中の外国船舶
	１隻

	安全航行等に関する講習会
	調整官
運航労務監理官
船員労働環境・海技資格課
	旅客船の乗組員・運航管理者、内航船の安全統括管理者等
	安全運航講習会２回
（運航管理者研修会及び安全統括管理者研修会）

	小型船舶の安全確保対策
	船舶検査官
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課
	小型船舶
	マリーナ及び漁協等１０９隻に対し、発航前検査及びライフジャケット着用推進等のパンフレット配付、海上運送法改正にかかる制度改正の説明を実施

	船員労働安全衛生月間
	運航労務監理官
船舶検査官
船員労働環境・海技資格課
	内航船、漁船等
	内航船４４隻
漁船３２隻




４　海事／船員行政品質マネジメントシステム 
行政サービスが、国際的に高度なレベルで効率的に提供されることを目的に、海事技術行政をISO規格及びIMO規則実施コードの要求事項に基づく「継続的に改善する品質マネジメントシステム」（海事ＱＭＳ）として構築し、業務を実施している。
同様に、船舶の航行の安全及び船員の労働環境の向上を図るために行う船員に関する行政をISO規格、STCW条約及びIMO規則実施コードの要求事項に基づく「継続的に改善する品質マネジメントシステム」（船員行政ＱＭＳ）として構築し、業務を実施している。

（地方運輸局名／件）

その他	[系列名]
[値]

[系列名] [値]

[系列名] [値]

[系列名]
[値]

[系列名]
[値]

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	5089	3077	3335	3195	3237	九州	[系列名][値]

[系列名]   [値]

[系列名] [値]

[系列名] [値]

[系列名] [値]


令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	1998	1130	1172	1135	1203	関東	[系列名]
[値]
[系列名]
[値]

[系列名]
 [値]

[系列名]
[値]

[系列名]
[値]

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	2384	1580	1096	1666	1590	神戸	[系列名]
[値]

[系列名] [値]

[系列名] [値]

[系列名] [値]

[系列名] [値]

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	1434	724	733	705	649	計	[系列名] [値]
[系列名] [値]
[系列名] [値]
[系列名] [値]
[系列名] [値]

10905	6511	6336	6701	6679	


その他	




令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	20738	20473	20061	20463	20379	関東	




令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	10048	9678	9483	9952	9609	九州	




令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	10319	9666	9255	10809	10716	神戸	[系列名] [値]
[系列名] [値]

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	2397	2365	2239	2265	2378	計	[CELLRANGE] [値]
[系列名] [値]
[系列名] [値]
[系列名] [値]
[系列名] [値]
令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	43502	42182	41038	43489	43082	計	

総トン数（千トン）	
平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	5005	5174	4779	4916	5048	5109	5322	隻数	
平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	525	527	524	525	527	522	525	



神戸,[値]

北海道	東北	関東	北陸信越	中部	近畿	神戸	中国	四国	九州	沖縄	1.5901235220299417E-2	2.8312157105717113E-2	0.52823503250835246	9.3045116639281066E-3	2.0970692512583537E-2	3.7267239389134489E-2	0.17419309710925268	2.7076952811974551E-2	9.3435209267677399E-2	5.7882738842216862E-2	7.4211335688634623E-3	
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